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令和７年度労働保険の年度更新期間について 
令和７年度労働保険の年度更新期間は ６月２日（月）～７月 10 日（木）です。 

 

事業主や労働者の方にご負担いただいている労働保険料は、労災保険制度及び雇用保

険制度の保険給付や各種助成金の財源であり、毎年６月１日から７月 10 日の間に保険

料の申告・納付（年度更新）をお願いしております。【別添１】 

※年度更新の申告書は、長野労働局や管轄の労働基準監督署への郵送、または「電子

申請 」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。 

長野労働局では、簡単・便利、24 時間いつでも申請や届出ができる電子申請をご利

用いただくため、「電子申請体験コーナー」を開設するなど事業主の皆様のサポートを

行います。 

 

※電子申請は６月 1 日（日）から可能ですが、受付は６月２日

（月）となります。 

 

※申告・納付の手続きがお済みでない場合は、長野労働局又は各

労働基準監督署までご相談ください。 
 

 
 
 
電子申請なら“いつでも・どこでも、簡単・スピーディー”に申請可能です。 
職員が丁寧に説明しながら実際に端末を操作していただき「電子申請」を体験できるの

で、今年の年度更新は「電子申請」とお考えの方はこの機会に是非ご体験ください。 
《設置期間》 令和７年６月２日（月）～令和７年７月１０日（木）午前９時～午後４時３０分 
《設置場所》 長野労働局総務部労働保険徴収室 
長野市中御所１－２２－１ 長野労働局庁舎 ２階 
《お持ちいただくもの》 労働保険年度更新申告書・確定保険料算定基礎賃金集計表 
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☆保険料納付のために毎回金融機関へ行く手間や時間を解消 
☆納付の“忘れ”や“遅れ”がなくなり手数料も無料 
☆納期限（保険料の引き落とし）に最大約２か月のゆとり 
 

令和７年５月２２日 ０７－０９ 

【照会先】 

総務部労働保険徴収室 

室  長  大日方真一（内線 2201） 

室長補佐  斎藤 毅（内線 2202） 

℡：026-223-0552 

【電子申請体験コーナー】 
 
 

【口座振替による納付のメリット】 
 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html


【～労働保険の適用・徴収～】 

〇労働保険とは 

✔労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個

に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のもの

として取り扱っています。 

✔労災保険、雇用保険とも労働者の大切なセーフティネットであり、労働保険料は、保険

給付等を行うために必要な財源となっています。 

✔事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入して、労働保険料を納付する

必要があります。 

※法人の役員、同居の親族等は、原則として対象となりません。 

【労災保険制度】 

業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付等を行い、あわ

せて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。 

【雇用保険制度】 

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けら

れる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇

用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための

二事業を行っています。 

〇年度更新とは 

 ✔労働保険の保険料は、毎年４月１日から３月３１日までの１年間（保険年度）を単位

として計算します。 

 ✔事業主は、保険年度ごとに概算で保険料を納付していただき、保険年度末に賃金総 額

が確定した後に精算していただくという方法をとっています。 

 ✔この方法に則って、労働者を雇用する事業主が、現年度の概算保険料を納付するた め

の申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続 を「年

度更新」といい、毎年６月１日から７月１０日の間に保険料の申告・納付して いただき

ます。 

 ※概算保険料の額が 40 万円以上の場合は、３回に分けて分割納付することができます。 
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